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平成26年11月18日　火曜日（939）

告 示
栃木県告示第538号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項に規
定する指定自立支援医療機関を指定したので、同法第69条の規定により次のとおり公示する。
　　平成26年11月18日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指 定
年 月 日

自 立 支 援
医療の種類

あい調剤薬局 栃木市箱森町38-73 株式会社エヌプラスワイ
代表取締役　武本　順也

平成26年
11月１日

精神通院医療

株式会社ピノキオ
薬局　ピノキオ薬
局黒磯店

那須塩原市錦町４-18 株式会社ピノキオ薬局
代表取締役　田中　秀和

平成26年
11月１日

精神通院医療

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第539号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第65条の規定によ
り次の指定自立支援医療機関がその指定を辞退したので、同法第69条の規定により公示する。
　　平成26年11月18日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指定辞退
年 月 日

自 立 支 援
医療の種類

マスダ薬局 宇都宮市桜４-６-７ 益田　武彦 平成26年
10月31日

精神通院医療
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（障害福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○認定特定非営利活動法人の認定
　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第44条第１項の規定により次のとおり認定特定非営利活動法
人の認定をしたので、同法第49条第２項の規定により公示する。
　　平成26年11月18日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 代表者の氏名 主 た る 事 務 所
の 所 在 地

その他の事務所
の 所 在 地 認定の有効期間

特定非営利活動法人とち
ぎボランティアネット
ワーク

二見　令子 宇都宮市塙田二丁
目５番１号

－ 平成26年11月６日から
平成31年11月５日まで

（県民文化課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○県営土地改良事業の異種目換地の指定
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第３項において準用する同法第53条の２第１項の規定によ
り、県営小貝川西Ⅱ期地区土地改良（区画整理）事業において、次の土地を非農用地区域内に換地する土地と
して指定したので、同条第３項の規定により公告する。
　　平成26年11月18日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

市町村 大 字 字 地 番 地 目 用 途 地 積 摘 要

真岡市 高田 西原 1841-16 田 田 955㎡のうち410㎡

〃 〃 〃 1841-13 〃 〃 6,942㎡のうち493㎡

〃 〃 〃 1841-55 〃 〃 955㎡のうち460㎡

〃 〃 百目鬼 1330-１ 畑 畑 598㎡のうち434㎡

〃 〃 北原 1525-９ 田 田 991㎡のうち496㎡

〃 〃 百目鬼 1325-１ 畑 畑 921㎡のうち467㎡

〃 〃 西原 1660-１ 田 田 621㎡のうち460㎡

〃 〃 岡田 241 〃 〃 512㎡のうち496㎡

〃 〃 下ノ内 1168 畑 畑 628㎡のうち467㎡

〃 〃 太子堂 1024 〃 〃 585㎡のうち497㎡

〃 〃 北原 1542 〃 田 991㎡のうち443㎡

〃 〃 西原 761-１ 田 〃 991㎡のうち497㎡

〃 〃 〃 1639-１ 畑 〃 938㎡のうち450㎡

〃 〃 百目鬼 1369 田 〃 1,375㎡のうち470㎡

〃 〃 曲田 1122 畑 畑 1,014㎡のうち429㎡

〃 〃 赤穂 261 田 田 1,170㎡のうち496㎡

〃 〃 北原 1574-４ 畑 〃 1,196㎡のうち470㎡
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真岡市 三谷 川向 793 田 田 568㎡のうち482㎡

〃 高田 西原 784-５ 〃 〃 991㎡のうち436㎡

〃 〃 〃 1700-１ 畑 〃 591㎡のうち490㎡

〃 〃 〃 1680 〃 〃 618㎡のうち477㎡

〃 〃 台 1042 〃 畑 1,054㎡のうち460㎡

〃 〃 反町西 1285 田 田 971㎡のうち448㎡

〃 〃 前原 841 畑 畑 981㎡のうち486㎡

〃 〃 〃 〃 〃 〃 981㎡のうち490㎡

〃 反町 北田 310-２ 田 田 813㎡のうち496㎡

〃 高田 西原 713 〃 〃 1,279㎡のうち500㎡

〃 〃 〃 775-１ 〃 〃 793㎡のうち464㎡

〃 〃 太子堂 962-１ 畑 畑 700㎡のうち500㎡

〃 〃 西原 1841-19 田 田 1,811㎡のうち1,375㎡

〃 〃 〃 1826-23 畑 〃 495㎡

〃 〃 〃 725 田 〃 985㎡のうち500㎡

〃 〃 細谷 2397-２ 〃 〃 1,606㎡のうち500㎡

〃 〃 西向 1960-４ 〃 〃 542㎡のうち397㎡

〃 〃 西原 1867-14 〃 〃 981㎡のうち500㎡

〃 〃 樋向 1999 〃 〃 1,530㎡のうち500㎡

〃 〃 ザル田 322 〃 〃 1,923㎡のうち490㎡

〃 〃 〃 〃 〃 〃 1,923㎡のうち265㎡

〃 〃 薬師堂 866 畑 〃 2,528㎡のうち500㎡

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の実施
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、足利市長から公
共測量を実施する旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとお
り公示する。
　　平成26年11月18日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
　　公共測量（基準点測量）
２　作業地域
　　足利市県町及び羽刈町
３　作業期間
　　平成26年11月５日から平成27年３月10日まで
　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の実施
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、壬生町長から公
共測量を実施する旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとお
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り公示する。
　　平成26年11月18日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
　　公共測量（デジタル撮影）
２　作業地域
　　壬生町
３　作業期間
　　平成26年10月27日から平成27年３月10日まで
　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の終了
　平成25年12月13日付けの栃木県公報で公示した「公共測量の実施」について、測量法（昭和24年法律第188
号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、日光市長から、その公共測量が終わった旨通知
があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとおり公示する。
　　平成26年11月18日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
　　公共測量（デジタル撮影）
２　作業地域
　　日光市
３　作業期間
　　平成25年11月20日から平成26年３月31日まで

（監理課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○河川整備計画の変更の公表
　河川法（昭和39年法律第167号）第16条の２第１項の規定により、一級河川利根川水系田川圏域の河川整備
計画を変更したので、同条第７項において準用する同条第６項の規定により公表する。
　なお、変更後の一級河川利根川水系田川圏域の河川整備計画は、栃木県県土整備部河川課、栃木県宇都宮土
木事務所、栃木県日光土木事務所及び栃木県栃木土木事務所において縦覧に供する。
　　平成26年11月18日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
（河川課）　

　───────────────────────────────────────────────


